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申請者番号 250000〇         

 

                                               江戸川区教育委員会 

 

江戸川区私立学校等就学者給食費補助金のお知らせ 

 

 江戸川区では２０２３年に子育て施策として「えどがわ５０の子育てプラン」を策定しました。その施策の一つとして区

立小中学校の給食費無償化を実施しています。今回、その拡充として江戸川区にお住まいで江戸川区立小中学校

以外の小中学校（インターナショナルスクール等を含む）へ通うお子さまへ給食費相当額を補助金として支給します。 

 

【対象となる方（下記①②両方に当てはまる方）】 

①江戸川区に住民登録のある方（毎月 1日時点） 

（２０１０年４月２日～２０１９年４月１日の間に生まれた方） 

②江戸川区立小中学校に就学していない方 

※現在通っている学校で給食費が無償化となっている場合や、国や地方公共団体による給食費相当の補助（支援）

を受けている場合は対象外となります。 

【補助金額（江戸川区立小中学校給食費相当額）】 

①小学校低学年 1食あたり 300円 ②小学校中学年 1 食あたり 320円 

③小学校高学年 1食あたり 340円 ④中学生 1食あたり 385円 

※上記金額を基に在籍している月数から補助金額を決定します。 

 

【申請方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

申請書提出期限 令和 7年 11月 28日（金）郵送の場合は当日消印有効 

 

問い合わせ先 江戸川区教育委員会事務局学務課給食保健係 ℡０３－５６６２－１６２６（直通） 

（＊外国語のサポートが必要な方   ℡ ０３－３８７７－３８４１） 

≪スマートフォンによる電子申請≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

区ＨＰから申請してください。 

≪紙の申請書で提出≫ 

①申請書（区ＨＰよりダウンロード） 

（江戸川区私立学校等就学者給食費補助金交付申

請書） 

②申請者（保護者）の本人確認書類のコピー 

（運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等） 

③他制度で一部給食費相当の支給を受けている場

合はその支給額が確認できる書類のコピー 

①～②（③は該当者のみ）を郵送または窓口（江戸

川区役所４階５番教育委員会事務局学務課給食保

健係）へ提出 

 

提出後、申請内容を確認し、支給が決定しましたら「江戸川区私立学校等就学者給食費補助金支給決定通知

書」をお送りします。同封の「江戸川区私立学校等就学者給食費補助金交付請求書兼口座振替依頼書」へ必要事

項を記入し、必要書類を添えて、同封の返信用封筒でお送りください。内容を確認後、指定の口座へ振り込みま

す。振り込みは令和８年４月の予定です。 

※記載内容に不備があったり、必要書類が添付されていない場合は振込ができませんので、返送する前に必ず内

容をご確認ください。※ＦＡＱなど詳細は区ＨＰをご確認ください。 

 

※提出内容に不備がある場合、支給できない場合がありますので、提出前に今一度内容をご確認ください。 



別記様式第１号（第５条関係）

申請者番号

　江戸川区長殿

１　申請者（保護者） 　申請日　　　　年　　　月　　　日

〒　　　　－

２　児童・生徒

年 月 日

３　児童・生徒の在籍状況

４　給食費に関する他制度の給付の有無（該当する欄に〇を付けてください。）

※　①②については受けている方、③④については全額支給されている方は、本事業の対象外となります。

必要な書類を揃え、□にチェック（✔）を入れてください。

【申請者全員が必要な書類】

□　江戸川区私立学校等就学者給食費補助金交付申請書（本書類）

□　申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポー

 ト等）のコピー

【上記４③及び④で一部支給を受けている方のみ必要な書類】

□　金額が分かる書類(決定通知書等）のコピー

フリガナ
電話番号 － －

氏　名

江戸川区私立学校等就学者給食費補助金交付申請書

　私は、江戸川区私立学校等就学者給食費補助金について、以下の事項に同意した上で申請しま
す。

　①　本補助金の支給に対し、江戸川区が必要な公簿等の確認を行うことに同意します。

　②　公簿等で確認できない場合や、江戸川区から関係書類の提出、提出書類の修正等を求められた場合は、速やかに
　　対応します。

　③　本補助金の受給後、申請内容について虚偽であることが判明した場合や、受給要件に該当しないことが判明した
　　場合は、本補助金を返還します。

江戸川区民となった日（令和　年４月２日以後に転入した場合に記載）

住　所

フリガナ
生年月日 月 日

氏　　名
年

②就学援助 受けている 受けていない

在籍期間 学校名

年　　 月　　 日　　　～　　　  年　　 月　　 日

年　　 月　　 日　　　～　　　  年　　 月　　 日

年　　 月　　 日　　　～　　　  年　　 月　　 日

①生活保護（教育扶助） 受けている 受けていない

③就学奨励 支給割合 全額支給　・　一部支給 受けていない

④その他制度
　　名称：

受けていない
支給割合 全額支給　・　一部支給


